
（ 8） 医療費の過誤払による返還金について、債権の把握等を適切に行い国庫負担金の算定

を適正に行うよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに返還金に係

る医療費相当額を保険者等の間で相互に調整する体制を整備することにより返還金の

回収が速やかに行われるよう意見を表示したもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）医療保険給付諸費

部 局 等 厚生労働本省

国の負担の根拠 健康保険法（大正 11年法律第 70号）、国民健康保険法（昭和 33年法律第

192号）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）

返還金の概要 被保険者資格喪失後の受診等により過誤払となった医療費について、

保険者等が、被保険者であった者等に対し、不当利得として返還を請

求するもの

返還金に係る債
権の把握及び管
理が適切に行わ
れていなかった
保険者等

114市区町、 1国民健康保険組合、23後期高齢者医療広域連合、計

138保険者等

上記の 138保険
者等に対して過
大に交付されて
いた国庫負担金
の額

15億 6888万円（平成 21年度～23年度）

返還金に係る債
権の全部又は一
部が債権の発生
年度末時点に未
回収となってい
た保険者等

135市区町、 1国民健康保険組合、26後期高齢者医療広域連合、全国

健康保険協会（12支部）、計 163保険者等

上記の未回収と
なっていた債権
額

47億 9828万円（背景金額）（平成 21年度～23年度）

【適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め並びに意見を表示したものの全文】

医療費の過誤払による返還金債権の把握、管理、回収等について

（平成 25年 3月 26日付け 厚生労働大臣宛て）

標記について、下記のとおり、会計検査院法第 34条の規定により是正の処置を要求し及び

是正改善の処置を求め、並びに同法第 36条の規定により意見を表示する。

記

1 医療給付における医療費の支払等の概要

⑴ 医療給付の概要

貴省は、医療保障制度の一環として、健康保険法（大正 11年法律第 70号）、国民健康保険

法（昭和 33年法律第 192号）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）等（以

下、これらを「医療保険等各法」という。）に基づく医療保険制度及び原則として 75歳以上

の後期高齢者を対象とする後期高齢者医療制度を所管している。これらの制度において

は、医療保険等各法に規定する保険者又は後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」とい

い、保険者と広域連合とを合わせて「保険者等」という。）が被保険者（被扶養者を含む。以
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下同じ。）に対して療養の給付等の医療給付を行っている。そして、医療給付において、医

療機関又は薬局（以下、これらを「医療機関等」という。）が被保険者に診察、治療等の診療

又は薬剤の支給等を行った際は、保険者等及び被保険者がこれらの費用を分担して支払う

ことになっており、その手続は次のとおりとなっている。

① 医療機関等は、被保険者に対して診療又は薬剤の支給等を行った際の費用を診療報酬

又は調剤報酬（以下、これらを「診療報酬等」という。）として、このうちの患者負担分を

被保険者である患者に請求して支払を受け、残りの診療報酬等（以下、高額療養費を含

めて「医療費」という。）について、審査支払機関である各都道府県の国民健康保険団体連

合会等を通じて保険者等に請求する。

② 請求を受けた保険者等は、被保険者資格、金額等の点検（以下「保険者点検」という。）

を行った上で、審査支払機関を通じて医療機関等に医療費を支払う。

⑵ 医療費に対する国の負担

国は、医療保険等各法により、市町村（特別区、一部事務組合等を含む。以下同じ。）が

行う国民健康保険については原則として医療費の額の 34％を療養給付費負担金として、

国民健康保険組合（以下「国保組合」という。）が行う国民健康保険については原則として医

療費の額の 32％を療養給付費補助金として、全国健康保険協会が行う全国健康保険協会

管掌健康保険については医療費の額の 16.4％（平成 22年 6月 30日以前は 13％）を全国健

康保険協会保険給付費等補助金として、広域連合が行う後期高齢者医療制度については原

則として医療費の額の 12分の 3を後期高齢者医療給付費負担金として、それぞれ各保険

者等（23年度末現在で 1722市区町村等、164国保組合、全国健康保険協会、47広域連合

の計 1934保険者等）に交付している。

また、後期高齢者が医療機関等で診療を受けるなどした際の患者負担分は、原則として

診療報酬等の 1割の額とされているが、診療を受けた日の属する年の前年の所得等が一定

額以上の後期高齢者については、診療報酬等の 3割の額とされている。そして、国は、前

者の医療費については、上記のとおり、医療費の額の 12分の 3を後期高齢者医療給付費

負担金として交付しているが、後者の医療費については、各保険者が納付する支援金等で

負担することとなっていることから、同負担金の交付対象としていない。

前記の負担金又は補助金（以下、これらを「国庫負担金」という。）の交付手続について

は、①交付を受けようとする保険者等は都道府県に交付申請書等を提出して、②都道府県

は、その内容を審査の上、貴省に提出して、③貴省はこれに基づき交付決定を行い、保険

者等に国庫負担金を交付することとなっている。そして、④当該年度の終了後に、保険者

等は都道府県に事業実績報告書を提出して、⑤これを受理した都道府県は、その内容を審

査の上、貴省に提出して、⑥貴省はこれに基づき交付額の確定を行うこととなっている
（注 1）

。

（注 1） 全国健康保険協会保険給付費等補助金については、全国健康保険協会が交付申請書、事

業実績報告書等を貴省に直接提出し、審査を受けることとなっている。

⑶ 医療費の過誤払による返還金

ア 返還金に関する事務処理手続

ア 被保険者資格喪失後の受診等により発生した返還金に係る手続

保険者等は、被保険者が加入していた医療保険等の被保険者資格を喪失した後にそ
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の被保険者証を提示するなどして医療機関等で診療を受けるなど、被保険者であった

者（以下「資格喪失受診者」という。）の責に帰する事由により医療費の過誤払を行った

場合には、資格喪失受診者に対して、不当利得による返還金として、保険者等が医療

機関等に支払った医療費の額と同額を請求することとなっている。そして、資格喪失

受診者は、返還金を当該保険者等に支払った後、同額を新たに加入した医療保険等の

保険者等に請求して受領することになる。

このように、医療保険等の被保険者資格の喪失に伴い医療費を支払う保険者等が変

更になった場合には、被保険者が当該医療費を一旦立て替えることになっている。

イ 患者負担分の割合の変更により発生した返還金等に係る手続

後期高齢者医療制度では、所得の修正申告等により患者負担分の割合が 1割から 3

割又は 3割から 1割に遡って変更された場合等は、広域連合は、それに伴い発生した

患者負担分の差額分について、患者である被保険者に対して返還金の支払を請求し又

は還付金の支払を行うことになる。

ウ 返還金に係る債権の把握、管理及び回収

保険者等は、これらの返還金等の発生を保険者点検等により把握するとともに、把

握した返還金について、納入義務者、債権額等が確定したときには、地方自治法（昭

和 22年法律第 67号）等に基づき、当該年度に収納されるか否かにかかわらず調査及び

決定（以下「調定」という。）を行い、自らの債権として管理することとなっている。そ

して、資格喪失受診者等の納入義務者に対して、返還金を納付すべき旨を通知し、納

付されない場合には、電話や文書による督促、戸別訪問等を実施するなどして、その

回収を行うこととしている。

イ 返還金が発生した場合の国庫負担金の算定方法

国民健康保険において返還金が発生した場合の国庫負担金の算定方法については、

「第三者行為に伴う損害賠償金等に係る療養に要した費用の取扱いについて」（昭和 40年

保険発第 124号厚生省保険局国民健康保険課長通知）等により、調定するなどした返還金の

額は国庫負担金の対象費用から控除することとするなど具体的に示されている。

一方、全国健康保険協会管掌健康保険及び後期高齢者医療制度において返還金が発生

した場合の国庫負担金の算定方法については、同様に取り扱うことになっているが、そ

のことが具体的に示されている通知等はない。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、保険者において返還金に係る債権の管理等が適切に行われていない事態が見受け

られたことから、昭和 58年に厚生大臣に対して会計検査院法第 34条及び第 36条の規定に

より処置を要求し、これを受け、貴省は、都道府県等に対して通知を発するなどして改善を

図ったとしている。しかし、国民の高齢化等に伴う医療保険制度の変更や財政の悪化等、そ

の後の保険者等を取り巻く環境は大きく変化している。

そこで、本院は、合規性、効率性等の観点から、保険者等において、被保険者資格の喪失

等に伴い発生した返還金に係る債権の把握、管理及び回収が適切に行われているか、また、

返還金が発生した場合、国庫負担金の算定及び交付が適正に行われているかなどに着眼し
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て、貴省本省において会計実地検査を行うとともに、26都道府県
（注 2）

管内の 154市区町、 3国

保組合及び 26広域連合並びに全国健康保険協会（12支部）、計 184保険者等において、平成

21年度から 23年度までの間に発生した返還金について、債権管理簿、事業実績報告書等の

関係書類により会計実地検査を行った。

（注 2） 26都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、山形、茨城、埼玉、千葉、神奈川、

新潟、福井、長野、静岡、愛知、滋賀、兵庫、奈良、島根、岡山、徳島、香川、高

知、福岡、長崎、宮崎、鹿児島各県

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

返還金に係る債権の把握、管理及び国庫負担金の算定等の状況についてみると、138保険

者等（114市区町
（注 3）

、 1国保組合
（注 4）

及び 23広域連合
（注 5）

）においては、次のア及びイのとおり、返還

金に係る債権の把握及び管理が適切に行われていなかったことなどから、国庫負担金の算定

が適正に行われておらず、24年 3月末時点で国庫負担金計 15億 6888万余円が過大に交付

されていた（20広域連合についてはアとイの両方の事態に該当していた。）。

ア 被保険者資格喪失後の受診等により発生した返還金に係る債権の把握及び管理が適切に

行われていなかったもの

114市区町、 1国保組合及び 20広域連合においては、返還金を把握していなかった

り、把握していたものの、前記のとおり調定した返還金の額は国庫負担金の対象費用から

控除しなければならないことなどから、債権額等の確定時ではなく現金の収納後に調定す

るいわゆる「事後調定」を行うこととしており、調定を速やかに行っていなかったりしてい

た。また、調定を行っていたのに、当該調定額の一部を国庫負担金の対象費用から控除し

ていないものもあった。

これらの結果、国庫負担金計 3億 3459万余円が過大に算定され、交付されていた。上

記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

〈事例〉

川崎市の国民健康保険の被保険者であった Aは、平成 23年 1月 1日に遡って B健康保険組

合に加入したとして、同年 5月 30日に、同市に国民健康保険の被保険者資格喪失届を提出し

ていた。一方、Aは、国民健康保険の被保険者資格を喪失した日である同年 1月 2日以後に、

国民健康保険の被保険者証を提示して医療機関等で診療を受けるなどしていた。そこで、同市

は Aに対して返還金として計 32,375円を納付期限までに納付するよう納入通知書を送付した

が、当該返還金は納付期限までに収納されなかった。そして、同市は、返還金について現金の

収納後に調定する取扱いをしていたことから、当該返還金について調定を行っておらず、これ

を国庫負担金の対象費用から控除していなかった。この結果、当該返還金に係る国庫負担金計

11,007円が過大に算定され、交付されていた。

そして、同市において上記と同様な事態がほかにも多数見受けられ、21年度から 23年度ま

での間に発生し、同市が金額が確定した時点で調定を行っていなかった返還金（上記の返還金

計 32,375円を含む。）は、23年度末までに収納され事後調定が行われたものを除き、計

69,757,607円に上っており、この結果、これらの返還金に係る国庫負担金計 23,717,585円が過

大に算定され、交付されていた。
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イ 患者負担分の割合が遡って変更されたことなどにより発生した返還金又は還付金に係る

事務処理が適切に行われていなかったもの

23広域連合においては、後期高齢者である被保険者の所得の修正申告等に伴い患者負

担分の割合が遡って変更されたことなどにより発生した返還金又は還付金を把握していな

かったり、返還金等を把握していたものの、被保険者に対して返還金等の請求等しか行わ

ず、当該医療費を国庫負担金の対象費用に含めたままにしたりしていた。

これらの結果、還付金に係る国庫負担金の過小分を差し引いても、国庫負担金計 12億

3429万余円が過大に算定され、交付されていた。

また、返還金に係る債権の回収状況についてみると、検査した 184保険者等において 21

年度から 23年度までの間に発生していた返還金は、本院の検査により保険者等が把握した

ものや保険者等が既に把握していたが調定を行っていなかったものを含めて、計 110億

4857万余円となっていた。

しかし、このうち発生年度内に回収されていた額は計 62億 5029万余円（保険者等の平均

回収率 66.1％）であり、残りの計 47億 9828万余円は、163保険者等（135市区町、 1国保組

合、26広域連合及び全国健康保険協会）において、各年度末時点でそれぞれ未回収となって

おり、債権の回収が速やかに行われていなかった。

（注 3） 114市区町 函館、小樽、苫小牧、山形、米沢、酒田、天童、水戸、土浦、古河、常

陸太田、取手、潮来、稲敷、熊谷、狭山、入間、北本、富士見、幸手、千葉、茂

原、柏、市原、流山、立川、日野、国立、清瀬、多摩、川崎、相模原、平塚、藤

沢、逗子、三浦、厚木、新潟、村上、燕、福井、敦賀、鯖江、松本、上田、岡谷、

静岡、沼津、熱海、三島、磐田、焼津、藤枝、御殿場、豊橋、彦根、長浜、近江八

幡、栗東、湖南、長岡京、池田、貝塚、和泉、門真、大和高田、大和郡山、天理、

橿原、桜井、香芝、松江、出雲、益田、安来、江津、倉敷、津山、笠岡、井原、赤

磐、真庭、美作、阿南、坂出、善通寺、室戸、安芸、宿毛、四万十、北九州、直

方、飯塚、小郡、大野城、太宰府、うきは、嘉麻、佐世保、島原、諫早、平戸、雲

仙、宮崎、都城、延岡、日南、鹿屋、指宿、日置、姶良各市、江東区、王寺、長与

両町

（注 4） 1国保組合 神奈川県食品衛生国民健康保険組合

（注 5） 23広域連合 北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、静岡

県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、島根県、岡山県、徳島

県、香川県、高知県、福岡県、長崎県、宮崎県、鹿児島県各後期高齢者医療広域連

合

（是正及び是正改善並びに改善を必要とする事態）

上記のように、返還金に係る債権の把握及び管理が適切に行われていないことから国庫負

担金が過大に算定され、交付されている事態は適切とは認められず、是正及び是正改善を図

る要があると認められる。また、保険者等において、返還金に係る債権の回収が速やかに行

われていない事態は適切とは認められず、改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のようなことなどによると認められる。
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ア 貴省において、後期高齢者医療制度において返還金等が発生した場合の国庫負担金の算

定について、具体的な方法等を明確に示していないこと

イ 市区町、国保組合及び広域連合において、①返還金を把握するための保険者点検が適切

に行われていないこと、②返還金に係る債権を調定すれば当該返還金が納付されるか否か

にかかわらず国庫負担金の対象費用から控除されることとなることなどが事後調定への誘

因となっており、このため速やかな調定を行うことの重要性に対する認識が十分でないこ

と、③返還金が発生した場合の国庫負担金の対象費用の算定方法等についての理解が十分

でないこと

ウ 都道府県において、各医療保険制度等における国庫負担金に係る事業実績報告書の審査

及び確認が十分でないこと

エ 貴省及び都道府県において、返還金に係る債権の把握及び管理を適切に行わせ、国庫負

担金の対象費用の算定を適正に行わせるための保険者等に対する指導等が十分でないこと

オ 貴省において、返還金に係る医療費相当額を保険者等の間で調整する体制が整備されて

いないため、納入義務者にとっては、以前加入していた医療保険の保険者等に対して返還

金を納付するためには、新たに加入した医療保険の保険者等に当該医療費相当額を請求す

ることができるとはいえ、当該金額を一旦立て替えて支払う必要があるなど手続が煩雑と

なっているのに、それを解消するための具体的な検討が行われていないこと

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置並びに表示する意見

医療保険制度及び後期高齢者医療制度は、我が国の社会保障の中核を成す医療保障制度で

あり、国民の高齢化等に伴い国民医療費が増加の一途をたどっていることなどから、医療保

障制度の適正な運用や健全な運営がこれまで以上に強く求められている。

ついては、貴省において、国庫負担金の算定及び交付が適正でなかったものについて、保

険者等に対して速やかに適正な額による算定を行わせるなどして、過大となっていた国庫負

担金を返納するよう是正の処置を要求する。あわせて、国庫負担金の算定及び交付が適正に

行われることとなるようアのとおり是正改善の処置を求めるとともに、返還金に係る債権の

回収が速やかに行われるようイのとおり意見を表示する。

ア 広域連合に対して、後期高齢者医療制度において返還金又は還付金が発生した場合の国

庫負担金の算定方法等を明確にし、これを都道府県等を通じて周知するとともに、都道府

県等に対して次のような技術的助言等を行うこと

ア 市町村、国保組合及び広域連合に対して、返還金に係る債権の把握及び管理を適切に

行うとともに、国庫負担金の算定を適正に行うよう周知徹底を図ること

イ 各医療保険制度等における国庫負担金に係る事業実績報告書について審査及び確認を

十分行うこと

ウ 市町村、国保組合及び広域連合に対する指導監査等を行う際には、返還金に係る債権

の把握及び管理を適切に行い、国庫負担金の算定を適正に行うことについて重点的に指

導すること

イ 保険者等が債権の回収を速やかに行うことができ、また、保険者等における事後調定へ

の誘因を低減できるよう、被保険者資格喪失後の受診等による返還金に係る医療費相当額

を保険者等の間で相互に調整できる体制を整備することについて、関係府省とも調整する

などして、具体的な検討に着手すること
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